
 

  

会員募集しています！ 
商工会では、新規会員の加入推進をしています。ご近所や取引先等のお知り合いの方で、まだ商工会の 

会員でない方をご存知でしたら是非ご紹介ください。商工会職員が、ご紹介いただいた事業所へお伺いし、 

ご説明いたします。どうぞ、宜しくお願いいたします。 

℡ ８５４－０２１６ 担当 合野・新谷 

第３１０号 平成３０年(2018年) １０月 

熊 野 町 商 工 会 案 内 

期 日 行   事   予   定 

10／１ 月   

２ 火   

３ 水  ・三役会 10：30～ 

４ 木   

５ 金   

６ 土   

７ 日   

８ 月 体育の日  

９ 火   

１０ 水   

１１ 木   

１２ 金 パンの日  

１３ 土 引越しの日  

１４ 日  ・ヒットカードイベント ガラポン大会（フードフェスタ 深原公園） 

１５ 月 お菓子の日  

１６ 火   

１７ 水   

１８ 木 コメの日  

１９ 金  ・青色申告会中国ブロック大会 

２０ 土  ・女性部視察研修 

２１ 日   

２２ 月 夫婦の日  

２３ 火 ふみの日  

２４ 水   

２５ 木   

２６ 金 ふろの日  

２７ 土   

２８ 日 コメの日  

２９ 月   

３０ 火   

３１ 水 そばの日  
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9/22（土）筆まつりの開催に伴い、筆の里工房から 

榊山神社への進路歩道、榊山境内の清掃活動をおこ 

ないました。早朝からの作業、お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

ただいま、商工会で形成するグループへの登録受付を行っておりますので、 

被災された事業者の方は早急に熊野町商工会までご相談ください！ 
 

 

              施設復旧等の費用の一部を支援 
 

中小企業等がこの度の豪雨災害により、施設、設備等に被害を受けられた場合施設、

設備の復旧費用等の一部を支援します。（復興グループへの登録が必要） 
 

補助率： ３／４（※中堅企業は １／２） 

上限額： １５億円 

対象費目：施設、設備等の復旧費用等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度の豪雨災害により施設、設備等に被害を受けられた方 

グループ補助金とは？ 

建設工業部会報告（清掃活動） 

                   平成３０年１０月１日から  

時間額：８４４円 
ご注意！最低賃金に算入しない賃金には以下のものがあります。 

1） 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

2） 時間外、休日及び深夜の割増賃金 

3） 臨時に支払われる賃金及び１ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金 

詳しくは同封のチラシをご覧ください 

 

最低賃金が改定されました！ 


